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〔表紙〕　松代城址（長野市松代町）

　松代城址の周辺には、歴史的価値の高い建造物が多く点在
します。
　文武学校、真田邸、旧横田家住宅など武士の暮らしを感じ
られる建物から、松代大本営地下壕といった、戦争を後世に
語り継ぐ上での貴重な遺跡、長野電鉄屋代線（廃線）の松代
駅跡やかつて線路のあった跡など、日本が歩んできた歴史の
足跡を感じることが出来る地域です。
　近隣には松代温泉をはじめ温泉施設も多くあり、一日過ご
せるエリアです。
� （写真提供：長野県観光機構）

行政書士倫理綱領
行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と

社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする。

１　行政書士は、使命に徹し、名誉を守り、国民の信頼に応える。

２　行政書士は、国民の権利を擁護するとともに義務の履行に寄

与する。

３　行政書士は、法令会則を守り、業務に精通し、公正誠実に職

務を行う。

４　行政書士は、人格を磨き、良識と教養の陶冶を心がける。

５　行政書士は、相互の融和をはかり、信義に反してはならない。
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平成３０年度新規登録者必須研修会のご報告
広報監察部 土屋 帝

平成３１年１月２２日（火）、２３日（水）の２日間、松本市のホテルモンターニュにおいて新規登録
者必須研修会が開催されました。初日は新規登録者３０名、２日目は一般会員の希望者も加わり
４０名が参加しました。

研修スケジュール

【第１日目】
（１）行政書士の倫理 総務部（宮下部長）

お薦め業務 or誰もやっていない業務
（２）農林建設部（松島部長）
（３）運輸交通部（良川部員）
（４）国際部（赤羽部長）
（５）環境生安部（栁澤部長）
（６）法務部（岡田部長）

新規登録者に伝えたい事
（７）広報監察部（吉田部長）
（８）ＡＤＲ特別委員会（和田委員長）
（９）コスモスしなの（大槻支部長）
（１０）行政書士政治連盟（ＤＶＤ視聴）
（１１）コミュニケーション術（研修部 二瓶部員）
（１２）明日の行政書士を考える（研修部 二瓶部員）

【第２日目】
（１３）真意を見抜く方法を伝授（研修部 荻原部長）
（１４）ハサップ認証について（研修部 渡邊部員）
（１５）行政書士事務所の経営を考える（研修部 永

村副部長）
（１６）行政書士法（研修部 渡邊部員）
（１７）職務上請求書の使い方（研修部 永村副部長）
（１８）コンプライアンス（研修部 岡田部員）
（１９）パネルディスカッション（研修部 二瓶部員）
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【第１日目】

第１日目については、私（広報監察部 土屋）も参加してまいりましたので、それぞれの講
義についてご報告いたします。

行政書士の倫理
総務部（宮下幸吉部長）
宮下幸吉総務部長より、行政書士の倫理、コンプライアンスなどについてのお話しがありま

した。本会の会員が実際に起こした業際事件のお話など、参加者はみな真剣な面持ちで、宮下
総務部長のお話に耳を傾けておりました。

お薦め業務 or 誰もやっていない業務
農林建設部（松島茂行部長）
農地および建設業に関係する許認可の概要説明に続き、おすすめ業務として、２０１９年度から

本格運用が始まる建設キャリアアップシステムや、今後普及が期待される営農型太陽光発電
（ソーラーシェアリング）についてのお話がありました。

運輸交通部（良川泰章部員）
運輸交通部からは、昨今話題になっている無人航空機（ドローン）の飛行許可申請について

の講義がなされました。良川部員らしい細やかな配慮が感じられる、詳細かつ具体的な講義で
した。

国際部（赤羽康志部長）
赤羽部長の講義は、申請取次業務の概要を軸に、本年４月の入管法改正にともなう手続きの

変化と業務拡大の予測、外国人の相続や、国際業務ならではの営業テクニックなど、盛りだく
さんの内容でした。なお、赤羽部長の講義は、所々に「笑い」のネタが仕込んである楽しい講
義でしたが、ネタが身内向けでしたので、新入会員の皆様にとっては「？？？」な部分もあっ
たようです。

環境生安部（栁澤誠部長）
講義の冒頭で栁澤部長より「研修会資料については、後ほど、各々ご確認いただければ…」

とのアナウンスがあったため、伝統的業務には触れないのか？と思いましたが、流石は安定感
に定評のある栁澤部長。追加の別添資料でしっかりご解説いただきました。なお、おすすめ業
務はＨＡＣＣＰ、ハラール認証、環境認証審査員とのことでした。

法務部（岡田忠興部長）
岡田部長が今回の研修のためにご準備された資料は、なんと全４０ページ。しかも全て手作り
です。今回の研修にかける熱い気持ちが伝わってきます。
笑いの絶えない講義（？）の中でご紹介いただいたおすすめ業務は、改正民法に関する業務、

特定行政書士、渉外相続（外国人関係の相続）とのことでしたが…。私の印象に残ったのは、
「給食を食べる」ことと「小さい子が大好き（ニヤリ）」です。えっ？なにを言っているのかわ
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からない？詳しくは法務部主催の研修会でご確認ください。

新規登録者に伝えたい事
広報監察部（吉田靖史部長）
会報、ウェブサイトの紹介に続き、広報監察部で行っている広報活動の現状や、会員一人一

人の広報に対する心構えなどのお話をしていただきました。
なお、吉田部長からアナウンスありましたが、本会Ｗｅｂサイトの会員ページに入るための

パスワードの設定の方法は、会報１４０号に掲載されております。

ＡＤＲ特別委員会（和田英幸委員長）
和田委員長からは、新人でも取り掛かりやすいおすすめ業務、営業の方法、ネットワーク構

築の方法などのお話し、長野県行政書士紛争解決センター（ＡＤＲセンター）開設のご報告な
どがありましたが、なんと言っても、最後のコミュニケーションスタイルの診断テストが好評
で、受講者全員が自分のタイプ診断に夢中になっていました。

コスモスしなの（大槻四郎支部長）
行政書士としての心構え、テキストの活かし方、広告方法、コスモス成年後見サポートセン

ターのご紹介、成年後見業務のお話しなどがありました。
当然、お話の中心は成年後見業務についてです。コスモス成年後見サポートセンターの社会

的価値と、担っている社会的責任、コスモスの今後の展望、成年後見業務から派生する様々な
業務、さらに、社会貢献活動という法律家として避けることのできない課題についてもお話を
いただきました。

コミュニケーション、明日の行政書士を考える、ワークショップ
研修部（二瓶裕史部員）
二瓶先生のコミュニケーションスキル講座～ワークショップは、新規登録者研修会の恒例行

事として定着した感があります。
例年どおり非常に完成度が高く、また面白くもあり、長時間であるにもかかわらず受講者も

集中していました。初日の夕食（懇親会）にておこなったインタビューでも好評でした。
傾聴、大切ですね。
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【第２日目】

パネルディスカッション
第２日目については私（土屋）自身参加できなかったので、個別のご報告ができないのが残

念ですが、２日目の講義で特に好評だったパネルディスカッションのレポート（五味’ｓレポー
ト）が届きましたのでご報告いたします。

なお、パネルディスカッションとは何ぞや？という方のため、解説文を掲載しておきます。

パネルディスカッション（panel discussion）とは、討論形式の一つ。掲げられたテーマについ
てパネラーと呼ばれる複数の議論参加者が異なる意見を表明しながら討論を進めるもの。１９９０年代
頃から盛んに行われるようになった。口語ではパネルディスと略されることもある。

形式 それぞれの討論者が順番に意見を述べ、その後にお互いに議論を行い、会場からの質問に
も応じるといった形式が一般的である。

パネルディスカッションの討論に加わる者をパネラーまたはパネリストという。そして討論をま
とめる司会役（まとめ役）をコーディネーターまたはファシリテーターという。時間配分上や話を
まとめる都合上、パネリストは５人前後が適切と考えられている。パネリストの人選も重要であり、
同じ意見の人物を集めてもあまり意味がなく、互いに別の観点から考察できる人物を選ぶ必要があ
る。コーディネーター（ファシリテーター）はパネラーの意見の共通点を探ったり、パネラーから
出された問題点や打開策に注目しながら議論を進行する。

日本では、新聞社や政府・自治体、学術団体主催のものなどが多く開催されている。近年では学
校の授業として行われることもある。

フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』より
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【パネルディスカッション参加メンバーのご紹介】
二瓶裕史先生（コーディネーター）：コミュニケーションの鬼、にこやかな笑顔の奥に本心
を隠す。

渡邊博昭先生（パネリスト）：佐久支部の若き大黒柱、皆に愛される誠実な人柄、真面目過
ぎて冗談が通じないのが玉にキズ。

栁澤誠先生（パネリスト）：上田支部のエース、豊富な法律知識と類まれなる人格で全方位
を照らす。

茂住いずみ先生（パネリスト）：松本支部きっての才媛、柔らかな物腰のなかに確固たる意
志を併せ持つ。

鈴木潤先生（パネリスト）：長野支部の伏龍、山本会長の懐刀、本会広報活動を支える実力
者。

※なお、討論形式のパネルディスカッションを原稿化するにあたり、言葉の言い回しや表現を
変更している部分があります。参加された先生方におかれましてはご容赦願います。

【テーマ】順調な事務所経営をするためには？
渡邊：顧客獲得の努力は怠らない。色々な場所に行き色々な人に会うことが重要だとおもいま

す。
二瓶：支部の行事などには積極的に参加するべきですね。
鈴木：更新のある業務を手掛けると精神的に安定できますね。
二瓶：毎年更新のある業務はいいですね。
茂住：仕事は人から紹介されることが多いので、丁寧に仕事をすることで次につながります。

また、依頼された仕事は、大変なケースでも断るべきではないと考えます。
二瓶：自分に難しい仕事であっても断らず、できる人を紹介するのも大切ですね。
栁澤：成年後見業務もやってみるべきだと思います。
二瓶：成年後見業務は社会貢献ですが、顧問契約でもあるので、事務所経営の安定に効果があ

りそうですね。

【テーマ】行政書士業務で困ったことは？
栁澤：役所とクライアントがもめているケースは困ります。原則、クライアントの側に立ちま

すが。
渡邊：業務では常に苦労していますが、先輩にアドバイスを求めるなどして、解決しています。
茂住：後見業務で、被後見人の信頼を得られなかったときは困りました。
鈴木：太陽光発電関連の農地転用で訴訟にまで発展してしまったときです。

【テーマ】行政書士をやっていて良かったこと、得をしたことは？
渡邊：自分が行政書士であることを示せばすぐに信用してもらえる点です。
二瓶：出張ができるのもいい点ですね。
茂住：最近、産廃収集運搬の許可の関係で、福岡に行くことができました。
栁澤：依頼主会社経営者との会食なども楽しいです。
二瓶：風営関連の許可申請業務では、開店祝いに呼ばれることもありますね。
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そんなとき、お花などを持参してお祝いしてあげると、お客様とのつながりを深めるこ
とができます。

【テーマ】法律職の醍醐味は？
鈴木：法治国家を支えているという実感があり

ます。
茂住：法解釈が醍醐味です。
栁澤：厄介な案件を解決できた時の喜びは大き

いです。
渡邊：お客様にとって、許認可を得ることは、

我々行政書士が想像しているよりも遥か
に重要で、人生のターニングポイントを
支援できるという喜びがある。しかし、
その反面プレッシャーも大きい。

【テーマ】後輩に伝えたい事は？
渡邊：同じ行政書士でも、そのバックグラウンドは様々です。自身の人生経験を強みにして頑

張ってください。
鈴木：行政書士業務は、落とし穴がたくさんある仕事です。ブローカーなどには特に注意して

ください。違法であると知りつつ依頼してくるクライアントもいます。クライアントと
は常に対等な立場を守ってください。また、期限の管理はしっかりと行ってください。
自分の受任した部分だけでなく、クライアントが受けている他の許認可の期限について
も気を遣うべきです。

茂住：行政書士の試験会場では欠席が多く、専門学校でも人気資格ではないようですが、士業
としての将来のためにも、魅力的な仕事になるよう努力しましょう。

栁澤：国家資格者としての正しいプライドをもって仕事をしてください。しかし、高飛車な態
度や、公務員に対する無理強いや、大声を出して威嚇することなどは間違ったプライド
なので注意してください。

（広報監察部 五味部員の感想）
後ろから見ていた印象として、受講者が非常に集中していました。コーディネーターの二瓶

先生の質問のテンポがよく、また、パネラーの話を受けて適宜関連した知識を入れるなど、飽
きさせない内容だったと感じました。
パネリストの４人の先生方も、受講者が興味を持ち、理解できるように工夫して話されてい

たと思います。
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三沢文明 伊那支部

①ジョギング、マラソン、植木手入れ
②誠心誠意
③行政書士業務に関連する法令知
識を深め、他の士業等との連携の下、
市民の生活がより充実し満足したも
のになるよう努力していきたい。

〈質問事項〉

①趣味／特技

②好きな言葉

③自己PR／抱負

小野安也 諏訪支部

①スポーツ観戦、ウォーキング
②先ず隗より始めよ
③実務の幅を広げ困っている人に
寄り添った適切な士業に心掛け少
しでも人の為、世の為心が通う行
政書士を目指します。

依田麻衣子 松本支部

①読書、空を眺めてボーッとすること
②「エンジョイ・ライフ」「一期一会」
③出会いは運だと思うので、出会い
に感謝し、人とのご縁を大切にしたい。
人に優しい行政書士になりたい。

受講生の意気込み

元木舞衣 諏訪支部

①温泉巡り、手芸（ものづくり）
②臨機応変
③まずは車関係をしっかり学んで
いきたいです。その後に（同時に）
他の範囲も拡げて行きたいです。

福嶋恭則 飯田支部

①スポーツ、読書
②熱意 人間万事塞翁が馬
③明るくパワフルに何事も前向き
に取り組んでいきます。

荒井正樹 松本支部

①散歩
②おかわり
③長野県全域に顔出します。

内藤康雄 佐久支部

①農業
②Love & Peace
③地域の人たちの悩み相談を行政
書士として解決のお手伝いをした
い。同時に生活費の一部となるよ
うにしたい。

片桐博道 飯田支部

①音楽鑑賞、ウォーキング
②明鏡止水
③税理士業務に関係する分野につ
いて、知識を深めていきたい。

栁澤祥子 佐久支部

①読書
②天生我才必有用
③研修、勉強会へ極力参加し知識
を深め、活かし、人の役に立てる
ような行政書士を目指します。

高田賢一 諏訪支部

①料理、山歩き、犬（川上犬）
②急がずに、だが休まずに。
③困っている人の役に立てるよう
になりたいです。

小笠原貞純 松本支部

①ノミュニケーション
②挑戦（チャレンジ）
③公務員の時に学んだことや、人と
人との絆を大事にし、このことを行政
書士の仕事中で生かし人 に々愛され
る行政書士になりたいと思います。

望月貴徳 松本支部
①歌うこと（ギター・ピアノ）、バレエ
歴１年、マラソン、中国語、鍼灸師
②“侍はつくるものだ。生まれるもので
はない。”～長州藩士 玉木文之進～
③歌って踊れて走れる優しく美しい行
政書士！諸先輩よりご指導を賜り、理
想とする品格を備えたいと思います。

望月正則 飯田支部
①卓球を生涯スポーツとし、楽しん
でおります。お笑い番組をみること
（例＝笑点）
②「基本に忠実」「信頼と責任感」
③人に頼まれると、「イヤ」と言えない
弱い人です。健康を維持しながら、何
事にもチャレンジしたいと思います。

神津 章 佐久支部

①登山
②学びは一生
③「あなたの街の法律家」と言わ
れるよう身近に相談できる行政書
士となりたい。

小泉弘人 諏訪支部
①今は仕事が趣味になっています。４足の
ワラジで日々充実して働いています。
②利他の帆を掲げれば他力の風が吹く
③サラリーマン生活３６年。経理、人事、総
務、法務と多種の業務、一部上場企業か
ら中小企業まで大小の企業と多様な経験
を積んできました。これらを生かしたサービス
を提供して行きたいと思っています。
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栁澤博志 長野支部

①温泉巡り、スポーツ観戦
②温故知新
③誠意を持って依頼者の信頼に応
えられる行政書士になる。

保苅征秀 松本支部

①旅行
②なんとかなる
③税理士からの登録です。幅広い
仕事に対応するため、色々な人と
連携しながら活動したいと思いま
す。

上井利恵 松本支部

①趣味：海外旅行、登山
特技：地図が読める
②上善如水（お酒ではありません笑）
③常に誠実な気持ちで取り組んでま
いりたいと思います。ご指導ご鞭撻
のほどよろしくお願いいたします。

黒岩文雄 長野支部

①家庭菜園・スポーツ観戦
②一期一会
③相談者の目線に立って、相談者
に寄り添い、親切かつ的確なアド
バイスに心掛けています。

静野拓馬 長野支部

①ゴルフ・読書
②継続は力なり
③長野市内で行政書士と不動産業
務を通じて、地域に貢献できるよ
う、日々努力していきます。

井出純彦 長野支部
①趣味：ゴルフ（２年目です。ま
だ１００を切れません）
特技：剣道

②誠実・明朗
③６１歳の新人です。柔軟な発想と
貪欲な知識習得で確実な仕事をし
たいと思います。

涌井史明 長野支部

①４コママンガ・薪割り
②利益の最適化
③地域に根ざして、地域の信頼を
得て、地域の最初の相談窓口にな
りたいと思っています。

田上正男 松本支部

①日曜大工、特用林産物（キノコ）
栽培、ドライブ及びツーリング
②忠恕
③自分を育んでくれた地域に感謝
し、微力ながら少しでも恩返しが
できればと思っています。

小林英雄 長野支部

①ゴルフ
②とにかくやってみる。何とかな
る。
③一日も早く太い柱をつくれるよ
うに勉学をしたい。

中村保廣 松本支部

①渓流釣り
②一期一会
③諸先生方の取り組みを参考にし
ながら活動したいと思います。よ
ろしくおねがいします。

中野隆夫 長野支部
①たまにいく温泉（スーパー銭湯）
以前（若い頃）は、スキー、野球に
張り切ってたんですが
②
③各種分野の方々とコミュニケー
ションを図り広い視野を持って業
務を行って参りたい。

髙野聡子 北信支部

①映画鑑賞 ドライブ
②笑門来福
③お客様が笑顔でお帰りになれる
ようなご相談ができるようになり
たいです。

内堀幸夫 長野支部

①読書・散歩
②利他の心
③組織の総合力を活かした業務遂
行を通じて依頼人に頼りにされる
活動の展開

渋川忠男 松本支部

①ウォーキング
②一期一会
③今後ともご指導よろしくお願い
致します。

山田康二 長野支部

①競馬
②「無理をしない」
③様々な分野で活躍できる能力を
身につけるために人との付き合い
を大切にしたい。
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副会長 吉田 靖史

日本行政書士会連合会と日本行政書士政治連盟共催の新年賀詞交歓会が、去る１月１８日にＡ
ＮＡインターコンチネンタルホテル東京で開催されましたので紙面にてご報告いたします。

余談ですが、会場入りする前、当日の穏やかな天気にさそわれて、近くにある日枝神社に参
拝し、一年の平穏を祈念してまいりました。

長野会からは、例年どおり本会の役員と政治連盟の役員等が参加しました。

受付を済ませて広い会場に入り、まず目につくのは、今年も舞台の両サイドに掲げられてい
るスローガンです。
「お役に立ちます 街の法律家 行政書士」
「人生１００年 あなたに寄り添う 行政書士」

法改正重点項目とその脇に記されているのは…、
「『国民の権利擁護を図ること』を制度の目的に」
「行政書士会の目的規定に会員の『監督』を」
「一人法人制度の実現」
「特定行政書士に係る聴聞等の手続代理制限の解除」
「行政書士にＡＤＲ代理権を」

会は遠田和夫日行連会長の挨拶に始まり、主催者側の挨拶から来賓挨拶へと移りました。
ご来賓の国会議員の先生方からは、議員立法である行政書士法の話題に上記の法改正重点項

目をさりげなく織り交ぜながら、国民と行政の橋渡し役としての行政書士に期待する旨のご挨
拶を賜りました。
ご来賓のお名前等は、月刊「日本行政」をご覧ください。

鏡開き、乾杯と進み、乾杯後もお忙しいところを駆けつけてくださったご来賓の挨拶が続き
ます。
そして、お開きの時刻まで全国から集った旧知の会員のみなさんと懇談を楽しむことができ

ました。

平成３１年新年賀詞交歓会に参加しました

長野会参加者

遠田和夫日行連会長挨拶 鏡開き
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「長野県行政書士紛争解決センター」開始

センター長 和田 英幸

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第５条に基づく法務大臣の認証に向けて去る

平成３０年１１月１日に法務省に対して認証申請を行い、その後、法務省による行政書士会事務局

の現地調査、ヒアリング及び書類審査等が終了し、平成３１年２月１日付で法務省から認証通知

書の交付を受けました。

これにより、行政書士会としては福岡に続いて全国１８番目の認証、関地協では、東京、神奈

川、埼玉、新潟、静岡に続いて６番目の認証となります。法務省「かいけつサポート」裁判外

紛争解決手続の認証解決機関としては第１６１号として事業を開始しました。

長野会は、平成１９年度竹内会長の元でＡＤＲ推進に向けてＡＤＲ特別委員会が立ち上げられ

研究が始まりました。平成２０年３月に日行連と日弁連の基本合意書が成立し外国人、ペット、

自転車、敷金の４分野に限り紛争解決ができることが確定すると、東京会をはじめとした全国

の単位会が法務省の認証を受けるべく申請準備を開始しました。

長野会では、こうした全国的な動きを注視しつつ、特別委員会は手続実施者育成のための養

成研修会を行い、同時に弁護士による助言に関する連携を図るため協議を始めることになりま

した。平成２１年度には、会則の事業を規定する第４条１項８号に裁判外紛争解決手続機関の設

置及び運営が位置づけられ、第１１章第８５条の６に長野県行政書士紛争解決センター（ＡＤＲセ

ンター）を設置する規定変更が総会で承認されました。

ＡＤＲセンター

ＡＤＲセンター開所式にて 長野県弁護士会金子会長他ＡＤＲセンター関係者
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しかし、長野県弁護士会との協議は基本的な信頼関係が欠如する中で調整が進まず、山﨑前

会長のもとにおいてセンター設置が危機的状況になる時期がありましたが、弁護士会と粘り強

く実務者同士によるひざ詰めの協議を続け、平成２９年３月に弁護士会と基本合意書の協定を締

結することができました。

その後、弁護士会とＡＤＲ特別委員会との実務者によりセンター規則、調停規程等諸規程の

調整作業を行い、一方で法務省に事前相談のため１年ほどかけて規則等の指導を受けて見直し

作業を同時に行ってきました。

そして、ようやく認証申請にこぎつけ、法務大臣の認証通知書交付となりました。特別委員

会立上げから実に１２年を要したことになります。

この間、行政書士会会員の皆様方には大変なご理解をいただきましたことを心より感謝と御

礼を申し上げます。

しかし、法務大臣の認証を受けてセンターが立ち上がることが最終地点（目的）ではなく、

ここからがスタートと考えています。ＡＤＲセンター設置は行政書士会にとっては手段であ

り、目的は行政書士会の社会貢献としての事業となります。今後は早い時期にまずは１件目の

実績を上げるために広報監察部と連携してＰＲ用のパンフレット作成配布などを行い広く知ら

しめる活動を行う予定です。会員の皆様には、４分野における相談があった場合は、センター

事務局にご一報いただきたくご協力をお願いいたします。

最後になりますが、これまでお世話になりました東京会、埼玉会、新潟会をはじめとする関

係諸団体、研修会講師としてお世話になりました稲葉一人先生をはじめとする多く皆様方にも

心から感謝申し上げます。

そして、私が初代ＡＤＲ特別委員会委員長当時副委員長として共にＡＤＲ推進に奮闘し、一

昨年に特別委員会委員としてＡＤＲ推進に情熱を燃やしておられました上田支部故宮原聖先生

に心からの感謝とご冥福をお祈りしてセンター長としてのご報告といたします。
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事 業 報 告

国際副部長 春日 博幸

入管コンシェルジュ
平成３０年１１月５日（月）東京入国管理局長野出張所において、「入管コンシェルジュ」を行い
ました。これは、出張所に来られた申請人の方々に行政書士のＰＲを兼ねて、在留に関する相
談に応じ、申請書類の書き方をご指導するものです。毎年、連休明けの出張所の窓口が混在し
そうな時期に合わせて、実施させていただいております。今年度も国際部員全員が参加し、相
談等に応じました。
申請人の方々には大変感謝していただき、終了後には、所長さんを始め職員の方々にもお礼

の言葉いただいております。ほぼ一日中の活動で、正直申し上げて疲れますが、そんな疲れも
忘れるほどの有意義な活動であることを実感できます。
この活動を長年継続して実施できているのは、行政書士会と入国管理局との信頼があっての

ことだと思います。今後も長野出張所とは、お互いに協力し合える関係を続けていきたいと考
えています。今後とも皆さまのご協力をよろしくお願い申し上げます。

国際部研修会
毎年の定例ともいうべき国際部研修会が、東京入国管理局長野出張所所長様と長野地方法務

局の戸籍課長様を講師にお招きして、本会より３４名、山梨会より３名の先生方にご出席をいた
だき、平成３０年１１月２９日（木）に開催いたしました。
両先生には業務でお忙しい中お越しいただき、熱心にご講義していただいたことに深く感謝

申し上げます。また、ご出席いただいた多くの会員の皆さまにも心より御礼申し上げます。長
野出張所長様には、「在留資格全般について 申請に関する注意点」、戸籍課長様には「帰化申
請、国籍取得について」の内容でご講義していただきました。
２年ほど前、連合会で行われた渉外戸籍に関する実務者研修会に参加させていただいたこと

があります。１８都府県から実務者が（私は渉外相続業務はやったことがないにもかかわらず参
加してきました。）参加した研修会だったのですが、その時に、出張所所長さんと戸籍課長さ
んをお招きして、毎年研修会を行っていることをご紹介させていただきました。参加者の皆さ
んに大変関心を持っていただき、良い活動をされていると評価していただきました。他県の法
務局の戸籍課では、行政書士はほとんど相手にされないところもあるようです。長野会と両機
関との良好な関係は今後も続けていかなければならないと思います。こちらの方も引き続き皆
さまのご協力を賜りますようお願い申し上げます。

長野地方法務局戸籍課 上遠野裕之課長 東京入管長野出張所 小久保裕司所長
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外国人留学生対象北陸３県・長野県合同就職相談会・企業研究会・
在留資格に関する事務指導・ワーキングセミナーに参加しました

国際部長 赤羽 康志

平成３０年１２月９日（日）に信州大学松本キャンパスにおいて、石川県、福井県、富山県、長野

県主催の外国人留学生対象就職相談会・企業研究会が開催されました。高度な知識や技術を有

する外国人留学生は、今後、企業の多様性や成長性を高めるために重要であることから、外国

人留学生の県内就職を促進することにより、北陸及び長野県の企業の人材確保に繋げることが

目的です。行政書士の相談ブースが設けられ、企業の担当者や留学生からの相談を受けまし

た。企業２４社、留学生３０名程の参加があり、就職に関する多くの相談が寄せられました。

在留資格に関する事務指導・ワーキングセミナーが平成３０年１１月２２日に長野ビジネス外語カ

レッジ、１２月１３日に長野大学で開催され、講師として国際部員が招かれました。就職における

在留資格該当性について説明し、就労資格変更に必要な要件等について講義しました。

４月から在留資格「特定技能１号・２号」による新たな外国人材受入れが始まります。私た

ち行政書士の活躍する場が益々増えていくと思われます。
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渉外相続研修会

法務部員 槇原 圭司

県本会国際部と法務部共催の「渉外相続研修会」が１月２８日、長野県行政書士会館において
行われました。
「渉外相続」とは、我々行政書士にとってもあまり馴染みのない言葉かもしれません。
「渉外相続とは、被相続人または相続人が外国人である場合の相続のことをいいます」
講師を担当された県本会法務部長の岡田忠興先生のそんな解説から始まった渉外相続研修
会。岡田先生が過去に業務として携わられたイギリス人夫の相続の事例をケーススタディーと
して講義を進められました。
講義は以下のように続きます。
「本件事案のように日本在住のイギリス人が死亡した場合、遺言・相続に適用されるのは日本
法（民法等）なのか、それとも被相続人の本国法（イギリス法）であるのかが問題となります。
また、自筆証書遺言の内容を執行するための準備手続きとして、家庭裁判所において遺言書
の検認を受ける必要があります。その場合に日本の家庭裁判所に検認の申立てができるのか、
日本の裁判所に遺言書検認の国際的裁判管轄権があるのかが問題になります。
このように、当事者の国籍・住所、目的物の所在地などの法律関係を構成する諸要素が複数
の国に関係を持つようなものを渉外的法律関係といいます。そして、渉外法律関係を規律する
法が国際私法です」
我々行政書士の誰もが、そのような国際私法の概念を意識して日々の業務に取り組んでいる
わけではないのかもしれません。しかし、折しも改正入管法の施行をこの春に控え、従来の国
際業務に加えて渉外相続の案件を取り扱うことも大いに予想されます。岡田先生の講義は、そ
んな来るべき行政書士業務について一つの指針となるべきものだと、受講された皆さんも実感
されたのではないでしょうか。
また、後半は、県本会国際副部長の春日博幸先生のご講義でした。日行連で行われた「渉外
相続業務に関する実務者意見交換会」での事例発表をもとに、春日先生から「特別永住者１世
の相続において、相続人のうち、北朝鮮永住者がいたケース」等について興味深い実務をご紹
介いただきました。
活発に質問も出され、受講された皆さんの関心の高さをうかがわせる研修会でした。
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ＳＢＣラジオカーが来館しました

広報監察部長 吉田 靖史

今年も真っ赤なＳＢＣラジオカーが行政書士会館にやってきました。

２月１２日の午後、『情報わんさかＧＯ！ＧＯ！ワイド らじ・カン』の放送中に「ラジオ

カーレポート」が生中継されました。

各支部を経て放送予定日時をお知らせしましたので、お聴きいただいた方もいらっしゃるの

ではないでしょうか。

山本会長とは既に顔なじみのリポーター美斉津千夏さんによるインタビューに答え、行政書

士の業務の説明や２月２２日の「行政書士記念日」を機に「行テラス」という行政書士による総

合相談センターを開設して県内各地で相談会を開催していること、１月から相続に関するルー

ルが段階的に変わることなどを説明しました。

また、２月１日に新たに開所された「長野県行政書士紛争解決センター」について、セン

ターで問題解決のお手伝いができる４つの分野を具体的にお話ししました。

放送直後には、ラジオを聴いた方から本会事務局に早速お問い合わせの電話があったそうで

す。

ＳＢＣラジオカー 美斉津さんによるインタビュー
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「コスモスしなの」より市民公開講座のお知らせ

みんなで考える成年後見～将来の安心のために～

（一社）コスモス成年後見サポートセンター長野県支部（コスモスしなの）は、来る４月２１
日（日）に小泉俊博小諸市長ご尽力のもと、県本会と小諸市に後援いただき、佐久支部との共催
にて市民公開講座「みんなで考える成年後見～将来の安心のために～」を開催いたします。
この講座は、広く一般市民の皆様に「成年後見制度」についての正しい知識を学んでいただ
き、現在抱えている問題や将来の不安に対処し、備えるためのひとつの手段として、成年後見
制度について考えていただこうという企画です。さらに今年は、より介護従事者に向けた講座
となっており、講座終了後に無料相談会の時間を設けました。
詳細は以下のとおりです。

「コスモスしなの」の現在の会員数は３８名（平成３１年１月３１日現在）で、受託件数は法定後
見が６２件、任意後見が１３件（平成３０年７月３１日現在）となっており、受託件数も年々増加して
おります。
昨年は、県本会及び各支部の協力をいただき、県内各地の関係諸機関（家裁、市町村担当
課、地域包括支援センター、社会福祉協議会等）への訪問を実施し、コスモスしなの及び行政
書士の成年後見制度への取り組みをＰＲしております。
成年後見業務は、本人の財産管理とともに生活状況を見守り、必要に応じて医療・介護・福
祉などのサービスを受けるための契約等の法律行為の支援を行います。その活動は支援の必要
な人の役に立つやりがいのある仕事であるとともに、行政書士の社会貢献活動として知名度向
上に寄与する重要な活動です。ぜひこの機会に、身近な方をお誘いの上、今回開催される市民
公開講座にご来場いただければ幸いです。

お 知 ら せ

【コスモスしなの市民公開講座】

テーマ：みんなで考える成年後見

～将来の安心のために～

開催日：２０１９年４月２１日（日）

場 所：小諸市市民交流センター２階第１～３会議室

（小諸市相生町３丁目３―３）

時 間：第１部 市民公開講座

１３：３０～１５：００

第２部 無料相談会

１５：００～１６：３０

講 師：宮澤優一会員（松本支部）

共 催：長野県行政書士会佐久支部

後 援：長野県行政書士会・小諸市
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平成３１年３月２７日
長野県行政書士会会員 各位 （一社）コスモス成年後見サポートセンター

長野県支部 支部長 大槻四郎

コスモス成年後見サポートセンター入会前研修会のご案内

コスモス成年後見サポートセンター入会には、以下の研修５回すべてを受講していただくこ

とが必要となります。なお、１回から４回は、長野会場、伊那会場どちらかへ御出席くださ

い。ご理解の程よろしくお願いいたします。

１．入会前研修会日程 研修時間 AM９：３０～PM１７：００

※ 全講義、コスモス作成のＤＶＤでの研修となります。

※ 会場が変更になる場合があります。その場合は受講者に事前に連絡いたします。

研 修 日 会 場 研 修 内 容

１回

長野会場

平成３１年

６月１日（土）

長野県行政書士会館

長野市南県町１００９―３

TEL０２６―２２４―１３００ ＊相談を受ける心構え（講義、実習、相談票・相談シート）

＊成年後見制度概論

＊法定後見の基礎

＊任意後見の基礎伊那会場

６月８日（土）

伊那市生涯学習センター

（いなっせ）

伊那市荒井３５００―１

TEL０２６５―７８―５８０１

２回

長野会場

６月２日（日）
長野県行政書士会館 ＊受任から終了まで

地域での活動と地域からの相談。法定か任意か、公証人と

の連携。申立～選任後にまず行う事。身上監護（保護）の

実務。相談機関、法令等。事務報告。
伊那会場

６月９日（日）

伊那市生涯学習センター

（いなっせ）

３回

長野会場

６月１５日（土）
長野県行政書士会館

＊受任から終了まで

変則的な類型による後見事務。生活保護のケース。任意後

見の事例。終了事務と死後事務委任。成年後見としての経

験談。

＊信用金庫による後見支援預金。

伊那会場

６月２２日（土）

伊那市生涯学習センター

（いなっせ）

４回

長野会場

６月１６日（日）
長野県行政書士会館 ＊認知症を理解し認知症の方を支える方法を学ぶ。

＊成年後見業務と倫理。

＊知的障がいに関する基礎知識

＊精神障がいの基礎知識～統合失調症について～
伊那会場

６月２３日（日）

伊那市生涯学習センター

（いなっせ）

５回
長野会場のみ

６月２９日（土）
長野県行政書士会館

＊知的障がいを有する方の成年後見。

＊業務報告の必要性と報告書の作成。

＊親族調査受託事業の取組み（神奈川県支部）。

＊効果測定
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２．コスモス入会基準

（１）入会前研修を受講し、効果測定に合格すること。

（２）行政書士法第２条の２に定める欠格事由に該当しないこと。

（３）県行政書士会から過去２年間訓告相当以上の処分を受けていないこと。

（４）県行政書士会会費を６ヶ月以上滞納した者として会費滞納者リストに過去１年間登載

がないこと。

（５）成年後見賠償責任保険に会員である期間、継続して加入していること。

（コスモス成年後見サポートセンター会員の入会に関する規則より抜粋）

３．コスモス入会金・年会費

入 会 金 １０，０００円

年 会 費 ２４，０００円

４．研修会申込要領

【申 込 方 法】下記の申込票に必要事項を記入の上、長野県行政書士会事務局まで

お申込下さい。 ＦＡＸ：０２６－２２４－１３０５

【申 込 締 切】平成３１年５月１０日（金）までに申込み下さい。

【研 修 費】１５，０００円 第１回研修会時に申し受けます。

コスモス成年後見サポートセンター入会前研修会 申込票

ＦＡＸ番号 ０２６―２２４―１３０５

※ 申込みは枠内に必要事項をご記入の上、上記の宛先までＦＡＸをお願いします。

ふりがな

氏 名

TEL

携帯

事務所住所

〒
FAX

e-mail

生年月日
（西暦）

１９ 年 月 日生
行政書士
登録番号
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一般社団法人
コスモス成年後見サポートセンター

【コスモス成年後見サポートセンターとは】

日本行政書士会連合会を母体として平成２２年８月に設立された、全国の行政書士のうち、成

年後見に関する十分な知識・経験を有する者を正会員として組織する一般社団法人です。

ご高齢の方、障がいのある方が、ご自身の意思に基づいて、安心でその人らしい自立した生

活が送れるよう、財産管理、身上監護を行ってサポートします。このことにより、権利の擁護

及び福祉の増進に寄与し、個人の尊厳が保持されることを目的として設立されました。

コスモス成年後見サポートセンターでは毎年研修を行い、会員の資質の向上に努めていま

す。また、会員の指導・監督を徹底するとともに、万が一に備えて、会員全員が成年後見賠償

責任保険に加入しています。

所定の研修を終えた会員を、各地の家庭裁判所に、後見人等候補者名簿を調製し、搭載して

提出しております。また、成年後見制度利用促進法に基づく各市町村の中核機関造りの活動に

実働部隊として参画し、成年後見制度利用促進のための研修会講師としても活動していただい

ております。

また、コスモスとして公共嘱託・民間嘱託事業を受託し、コスモス会員に斡旋していく活動

を予定しております。

定款等の情報はコスモス成年後見サポートセンターのホームページをご覧ください。

http : //www.cosmos-sc.or.jp/

入会の詳細につきましては、別紙にてご案内いたします。なお、入会には原則として入会前

研修の受講等が必要となります。

以上、コスモスの目的にご賛同いただける方の入会をお待ちしております。
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ご存知でしょうか！？

総務部長 宮下 幸吉

平素より当会の事業活動にご支援ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、本会・支部会費の納入方法が、それまで個々に納入されて居りましたが、会員さんの
利便性を考慮し、平成２８年度より、本会・支部会費の一元化納入方式となりました。
最も、手間のかからない納入方法としては、口座振替は改めて申し上げるまでも有りません
が、会員さんのご都合、ご希望により、口座振替・振込用紙による金融機関で振込・本会事務
局へ直接ご持参戴き納入して下さる会員さんと３種３様で有ります。
そこで、現在、振込用紙で納入されていらっしゃる会員さんに、振込用紙に納入者の住所・
氏名など記載することなく便利な振込方法をお伝え出来ればとご案内致します。
記入枠の狭い振込用紙の振込者の住所・氏名欄に記入するのは煩わしいですよね。
振り込み用紙を使用せずに、振り込む方法を、ご存知でしょうか？
それは、ＡＴＭを利用しての振込先の口座番号を入力する方法です。
更に、振込先(長野県行政書士会)指定金融機関と同一の預貯金通帳をお持ちの方なら、通帳
の残高から振込まれ、通帳に記帳される事により、振り込み用紙での受領書や、ＡＴＭ操作で
のご利用明細などの単票と違って管理がし易いです。
又、振り込み用紙使用の場合は、金融機関の窓口業務時間内でなければなりませんが、ＡＴ
Ｍ操作ですと、窓口業務時間以外でも振り込みが可能で便利です。
現在、年会費を振り込み用紙を使用され納入されて居られる会員さんは、一度お試しされて
見ては如何でしょうか。
尚、現在、口座振替以外で、会費を納入されていらっしゃる会員さんで、今後は、口座振替
に変更ご希望の会員さんは、随時事務局で変更手続きは可能ですので、事務局にお申し出戴き
たいと思います。
会費納入は、会員としての責務ですので、納入期日を厳守されますよう、宜しくお願い申し
上げます。

平成３１年度 定時総会・定期大会のご案内

長野県行政書士会・長野県行政書士政治連盟では、平成３０年度の事業報告、決算報告及び平
成３１年度の事業計画、予算案などについて審議するため、下記のとおり定時総会・定期大会を
開催しますので、各支部の代議員の方の出席をお願いします。

記

日 時 平成３１年５月２４日（金）午前１１時～（予定）

場 所 ホテル国際２１
長野市県町５７６（TEL：０２６―２３４―１１１１）
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平成３０年度 行政書士試験結果について

平成３０年度の行政書士試験結果については、下記のとおりです。

斡 旋 物 一 覧

長野県収入証紙の販売について

本会では、長野県収入証紙を販売しております。
購入方法は、事務局へお申し込みをいただき、現金または請求払いの何れかの方法
で購入していただけます。
購入方法等の詳細については、長野県収入証紙売りさばき取扱規程をご覧いただく
か、事務局にお問い合わせください。
なお、年間１０万円以上購入されますと、年度末に約１パーセントを還元しておりま
すので、是非ご利用をお願いします。

受験申込者数 受験者数 合格者数 合格率

長 野 県 ５９１ ４４５ ４８ １０．８％

全 国 ５０，９２６ ３９，１０５ ４，９６８ １２．７％

品 名 価 格 備 考

行 政 書 士 徽 章（ネジ） ２，６５０円 送料実費

行 政 書 士 徽 章（タイタック） ２，６５０円 〃

事 件 簿 用 紙 ３００円 〃

領 収 書 ７００円 〃

戸 籍 謄 本 等 職 務 上 請 求 書

（新様式・Ａ４版）
８００円

「購入申込書」と「誓約書」で注文願います。

送料実費

自 然 公 園 法 の 手 引 １，０００円 〃

新会社法パート２（Ｈ１８．８．１１） １，５００円 〃
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□日本公認会計士協会東京会長野県
会平成３０年新年例会

１ と き 平成31年１月１７日（木）
2 と こ ろ 松本市、ホテルブエナビスタ
3 出 席 者 赤羽副会長

□（一財）日本国際協力センター主催
外国人就労・定着支援研修

1 と き 平成31年1月21日（月）
2 と こ ろ 上田市、上田市ふれあい福祉セン

ター
3 講 義 在留管理制度
4 講 師 吉田副会長

□神奈川会新年賀詞交歓会

1 と き 平成31年1月２３日（水）
2 と こ ろ 横浜市、横浜ロイヤルパークホテ

ル
3 出 席 者 赤羽副会長

□研修部研修会

１ と き 平成31年1月２３日（水）
2 と こ ろ 松本市、ホテルモンターニュ松本
3 出 席 者 荻原部長、永村副部長、渡邊、

二瓶各部員、新規登録者３０名、会
員10名

4 内容・講師
⑴ 行政書士法について・渡邊研修部員
⑵ 職務上請求書の使い方・永村研修副部長
⑶ コンプライアンスについて・岡田研修部員
⑷ パネルディスカッション・二瓶研修部員

□日行連企業支援実務者会議

1 と き 平成31年1月２３日（水）、２４日（木）
2 と こ ろ 東京都、虎ノ門タワーズオフィス
3 出 席 者 岡田法務部長

□第11回ＡＤＲ実戦模擬調停研修会

1 と き 平成31年1月２５日（金）
2 と こ ろ 松本市、松本市駅前会館
3 出 席 者 和田委員長、深澤副委員長、二瓶

委員、手続実施者3名
4 内 容
⑴ 賃貸借契約法及びその他関係各法規、セン
ター規程
⑵ 外国人、ペット分野ロールプレイ（振り返
り）

□静岡会新年賀詞交歓会

１ と き 平成31年1月２５日（金）
2 と こ ろ 静岡市、ホテルアソシア静岡
3 出 席 者 吉田副会長

□法務部・国際部共催渉外相続研修
会

1 と き 平成31年1月２８日（月）
2 と こ ろ 長野市、会館
3 出 席 者 荻原副会長、岡田、赤羽各部長、

木下、春日各副部長、槇原、
小林、西澤各部員、会員30名

4 内 容
⑴ 渉外相続の概要
⑵ 国際私法の概論
⑶ イギリス人相続の実例
5 講 師
国際部 春日 博幸副部長
法務部 岡田 忠興部長

□綱紀委員会

1 と き 平成31年１月２９日（火）
2 と こ ろ 長野市、会館
3 出 席 者 岡部委員長、宮下副委員長、

一之瀬職務代理者、青木、奥村各
委員

会 議 報 告
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4 会議事項
⑴ 綱紀案件の報告
⑵ 綱紀案件の聴聞について
⑶ その他

□山梨会新年賀詞交歓会

1 と き 平成３１年1月２９日（火）
2 と こ ろ 甲府市、ベルクラシック甲府
3 出 席 者 赤羽副会長

□社会保険労務士制度創設50周年記
念事業記念講演、記念式典、記念
パーティー

1 と き 平成３１年1月２９日（火）
2 と こ ろ 長野市、ホテルメトロポリタン長

野
3 出 席 者 宮下総務部長

□長野県行政書士紛争解決センター
開所式

1 と き 平成３１年２月1日（金）
2 と こ ろ 長野市、会館
3 出 席 者 山本会長、和田センター長、

深澤、二瓶運営委員
4 弁護土会 金子会長（運営委員）、江口運営委

員会準備会委員、山崎運営委員

□長野県行政書士紛争解決センター
第１回運営委員会

1 と き 平成３１年2月1日（金）
2 と こ ろ 長野市、会館
3 出 席 者 山本会長、和田センター長、

深澤、二瓶運営委員
4 弁護土会 金子会長（運営委員）、江口運営委

員会準備会委員、山崎運営委員
5 協議事項
⑴ 副センター長の互選による選任
⑵ 平成３１年度事業計画案及び予算案
⑶ その他

□広告代理店との打ち合わせ

1 と き 平成31年2月6日（水）
2 と こ ろ 長野市、会館
3 出 席 者 吉田広報監察部長、㈱アドソニッ

ク担当者、㈱三広担当者

□ＡＤＲ（裁判外紛争解決手続）初級
実務者研修会

１ と き 平成31年2月8日（金）
2 と こ ろ 長野市、会館
3 出 席 者 和田センター長、深澤副センター

長、二瓶運営委員、会員２２名
4 内 容
⑴ 相談業務に対応できるＡＤＲ技法
⑵ 日行連の取組み及びＡＤＲ代理権の今後に
ついて

5 講 師 光永謙太郎 先生（東京都行政書
士会会員・日行連ＡＤＲ推進本部
員、行政書士ＡＤＲセンター東京
センター長）

□広報監察部会

1 と き 平成31年2月1２日（火）
2 と こ ろ 長野市、会館
3 出 席 者 吉田部長、長田、鈴木各副部長、

宇賀神、土屋、五味各部員
4 会議事項
⑴ 今年度事業の検証
⑵ 平成31年度事業計画（案）及び予算（案）につ
いて
⑶ 会報1４３号について
⑷ その他

□「特定行政書士の実務」研修会

1 と き 平成31年２月１５日（金）
2 と こ ろ 松本市、松本市駅前会館
3 出 席 者 岡田部長、槇原部員、会員19名
4 内 容
⑴ 行政不服審査の概要及びポイント
⑵ 行政不服審査法改正の行政書士制度への影
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響
⑶ 行政不服審査の実際と実務対応
5 講 師 伊藤 浩 先生（東京都行政書士

会理事 会長付、総務省行政不服
審査会委員）

□栃本会新年賀詞交歓会

1 と き 平成31年2月15日（金）
2 と こ ろ 宇都宮市、ホテル東日本宇都宮
3 出 席 者 荻原副会長

□（株）郵宣協会との打合せ

1 と き 平成31年2月15日（金）
2 と こ ろ 長野市、会館
3 出 席 者 鈴木広報監察副部長

□県国際課・労働雇用課訪問

1 と き 平成31年2月18日（月）
2 と こ ろ 長野市、長野県庁
3 出 席 者 吉田、赤羽各副会長、木内事務局

長

□農林建設部会

1 と き 平成31年２月２０日（水）
2 と こ ろ 長野市、会館
3 出 席 者 荻原副会長、松島部長、常盤副部

長、山田部員
4 会議事項
⑴ 平成31年度事業計画（案）及び予算（案）につ
いて
⑵ その他

□無料相談会

1 と き 平成31年2月22日（金）
2 と こ ろ 長野市、会館
3 出 席 者 荻原副会長、岡田部長、木下副部

長、槇原、小林各部員
4 相談件数 対面1件、電話6件

□法務部会

1 と き 平成31年2月２２日（金）

2 と こ ろ 長野市、会館
3 出 席 者 荻原副会長、岡田部長、木下副部

長、槇原、小林各部員
4 会議事項
⑴ 平成３１年度事業計画及び予算案について
⑵ その他

□運輸交通部会

1 と き 平成31年2月２２日（金）
2 と こ ろ 長野市、会館
3 出 席 者 赤羽副会長、大槻部長、中塚副部

長、良川部員
4 会議事項
⑴ 平成３０年度事業・予算の進捗状況について
⑵ 平成31年度事業計画・予算案について
⑶ ワンストップサービスに係る連絡会への対
応について

⑷ その他

□茨城会新年賀詞交歓会

１ と き 平成31年2月22日（金）
2 と こ ろ 水戸市、水戸京成ホテル
3 出 席 者 宮下総務部長

□東京入管と日行連関地協との連絡
会議

1 と き 平成31年2月２５日（月）
2 と こ ろ 東京都、東京入国管理局
3 出 席 者 赤羽部長
4 議 題
⑴ 各部門における審査等の状況について
⑵ 研修会への講師の派遣について
⑶ 今年度における無料相談会の開催報告及び
来年度について
⑷ その他

□総務部会

1 と き 平成31年2月25日（月）
2 と こ ろ 長野市、会館
3 出 席 者 山本会長、宮下部長、佐藤副部

長、関、佐藤各部員
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4 会議事項
⑴ 行政書士関係例規集について
⑵ 平成31年度事業計画（案）及び予算（案）につ
いて
⑶ その他

□「信州・新風・みらい」との情報交
換会

1 と き 平成31年2月25日（月）
2 と こ ろ 長野市、ホテル国際21
3 出 席 者 山本会長、吉田、赤羽、荻原各副

会長、土屋、赤羽各政連副会長、
下沢順一郎、小島康晴、山岸喜昭、
石和大、依田明善、小林東一郎、
荒井武志各県議会議員

4 会議事項
⑴ 情報交換
⑵ その他

□環境生安部会

1 と き 平成31年2月26日（火）
2 と こ ろ 長野市、会館
3 出 席 者 吉田副会長、栁澤部長、島田副部

長、新井、八幡各部員
4 会議事項
⑴ 平成31年度事業計画（案）及び予算（案）につ
いて
⑵ その他

□研修部会

1 と き 平成31年2月２６日（火）
2 と こ ろ 長野市、会館
3 出 席 者 荻原部長、永村副部長、渡邊、

二瓶各部員
4 会議事項
⑴ 平成31年度事業計画（案）及び予算（案）につ
いて
⑵ その他

□国際部会

1 と き 平成31年2月２６日（火）
2 と こ ろ 長野市、会館
3 出 席 者 赤羽部長、春日副部長、西澤部員
4 会議事項
⑴ 3月1日国際部研修会（事例研究会）につい
て
⑵ その他

□日行連関地協会長会

1 と き 平成31年2月２８日（木）
2 と こ ろ 東京都、東京都行政書士会
3 出 席 者 山本会長
4 議 題
⑴ 平成30年度事業報告について（見込み）
⑵ 平成３０年度決算報告について（見込み）
⑶ 日本行政書士会連合会と関東地方協議会と
の連絡会開催報告について
⑷ その他の事項

□国際部研修会（事例研究会）

1 と き 平成３１年3月1日（金）
2 と こ ろ 長野市、会館
3 出 席 者 赤羽部長、春日副部長、西澤部

員、会員18名、他県17名

□正副会長会

1 と き 平成31年3月4日（月）
2 と こ ろ 長野市、会館
3 出 席 者 山本会長、吉田、赤羽、荻原各副

会長、宮下総務部長、大槻、岡田
各部長

4 会議事項
⑴ 八十二銀行との業務提携について
⑵ 平成31年度事業計画（案）及び予算（案）につ
いて
⑶ 長野県行政書士会会則の一部を改正する会
則（案）について
⑷ その他
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会 員 の 動 き

―単位会変更―
滋賀県行政書士会へ移転（Ｈ３１．３．１） 松本支部 片山智三治

―法人会員―
ＣＯＣＯＲＯ行政書士法人（長野市稲里町下氷鉋３９７番地）・成立年月日Ｈ３１．２．４

編 集 後 記

広報監察部は、平成２９年度に旧広報部と旧法規監察部が一つになり生まれました。

光陰矢の如し。早くも２年が過ぎ、広報監察部員としての任期が終わろうとしています。

この２年間、広報監察部では様々なことに挑戦してきました。

研修部との二人三脚で導入にこぎつけたオンライン研修申し込みシステム。コスモス成年後見サポー

トセンターと共に参加したＳＢＣ大人の文化祭。苦労はしましたが、広報活動と他の組織やシステムが

結び付けば、より大きな成果を生み出すことができると感じました。

次期の広報監察部員の皆様におかれましては、ぜひとも他の組織との連携を大切にしていただき、長

野県行政書士会の発展に貢献していただければと思います。

最後に、現 広報監察部員の皆様、２年間本当にお疲れさまでした。

（広報監察部 土屋）

発行所 長野県行政書士会
〒３８０―０８３６ 長野市南県町１００９－３
TEL ０２６（２２４）１３００ FAX ０２６（２２４）１３０５
ホームページ http : //www．nagano-gyosei．or．jp
メールアドレス gn-nagano@msa．biglobe．ne．jp

発行者 会 長 山本 準一
編集者 広報監察部長 吉田 靖史 印刷 三和印刷�

※個人情報保護のため掲載事項を省略いたしました。

―入会者―
個人会員

所属支部 入会登録
年 月 日 氏 名 事務所

（市町村名のみ） 所属支部 入会登録
年 月 日 氏 名 事務所

（市町村名のみ）

伊那支部 ３１．１．１５ 根橋 泰子 上伊那郡辰野町 飯田支部 ３１．３．１ 須山 和彦 飯田市

―退会者―

所属支部 氏 名 退 会
年 月 日 所属支部 氏 名 退 会

年 月 日 所属支部 氏 名 退 会
年 月 日

伊那支部 竹内美喜夫 ３１．１．３１
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広 報 監 察 部

広報監察部では、長野県行政書士会会員からの投稿を下記の要領により受付いたします。

１．原稿等について
（１）表紙用の写真、絵画、書など

作品及び作品の簡単な説明（１００字程度）
（２）行政書士業務に関する研究論文、資料あるいは実務事例報告など

字数２，０００字程度
（３）その他

自由投稿
２．上記投稿は、自作で著作権法等に抵触しないものに限ります。（肖像権等ご注意下さい。）
３．本会及び他者（個人・団体を問わず）の誹謗・中傷、あるいは不穏当な語句を含む原稿
は掲載できません。
４．原稿などの送付方法について
（１）原稿は、メールあるいはメールに文書ファイル、画像ファイル等を添付してお送りく
ださい。

（２）ＦＡＸ及び手書きによる原稿は出来るだけご遠慮下さい。
（３）投稿の際は、件名に「広報誌投稿」と記載し事務局宛にお送り下さい。
（４）投稿後の原稿の訂正は必ず書面（メール含む）で行ってください。
５．原稿等は随時募集しておりますが、広報誌は年４回の発行となっておりますので投稿者
の掲載したい時期に掲載できない場合もございますので、ご了承下さい。
６．投稿原稿の採否は広報監察部会で決定いたします。採否の理由については一切お答えで
きません。また、原稿は採否に関わらず返却いたしません。
７．編集の都合により大幅な加筆、修正、削除等が必要な場合は広報監察部から投稿者に対
して連絡いたします。その求めに応じていただけない場合は掲載できませんのでご了承下
さい。
８．投稿を掲載したことにより発生したトラブルに関して、県行政書士会及び広報監察部は
一切責任を負いません。
９．掲載記事に関する質問・意見については一切お答えできません。

Eメール：gn―nagano＠msa．biglobe．ne．jp

発行所 長野県行政書士会
〒３８０―０８３６ 長野市南県町１００９－３
TEL ０２６（２２４）１３００ FAX ０２６（２２４）１３０５
ホームページ http : //www．nagano-gyosei．or．jp
メールアドレス gn-nagano@msa．biglobe．ne．jp

発行者 会 長 山本 準一
編集者 広報監察部長 吉田 靖史 印刷 三和印刷㈱
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